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返還を始めるみなさんへ
この返還のてびきは、みなさんが貸与を受けた奈良県高等学校等奨学金の返還

方法等について、その内容と手続きをまとめたものです。奨学金の返還が完了する
まで大切に保管し、活用してください。（※各種様式は切り取らず、コピーをしてお
使いください。また、奈良県教育委員会事務局学校支援課 のWebページ内「高等
学校等奨学金」のページにも掲載しています。）
みなさんが貸与を受けた奨学金は、奈良県への返還が必要です。その返還金

は、後輩のための奨学金として使われます。次の貸与者のためにも、将来設計をし
た上で、約束どおりの方法で確実に返還してください。

◎こちらから送付する明細書（P.14）は、この「返還のてびき」とともに、保存し
ておいてください。

◎電話による問い合わせの際には、必ず貸与番号を伝えてください。（本人の
個人情報保護のため、貸与番号や住所等で本人確認をするよう努めており
ますので、ご協力をお願いします。）

◎住所、氏名、連帯借受人、電話番号等が変更になった場合は、すぐに奈良県教
育委員会事務局 学校支援課 授業料奨学金係（下記）まで「住所・氏名変更
届」（P.２０）を提出してください。

◎返還することに困難な事情が生じた場合は、まず下記までご連絡をお願いし
ます。

連絡先
〒６３０－８５０２
奈良市登大路町３０番地
奈良県教育委員会事務局
学校支援課 授業料奨学金係
ＴＥＬ ０７４２－２７－９８５９
http://www.pref.nara.jp/13014.htm
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返還完了までの流れ

貸与終了の手続き
返還誓約書・口座振替依頼書等の提出 貸与終了

（Ｐ．３～Ｐ．８）

返還猶予の対象者に当てはまるか確認（Ｐ．１２）※１

当てはまらない 当てはまる

「奨学金返還猶予（免除）申請書（P.18）」と「証明書類」提出

再確認 認定 不認定

猶予決定期間終了※２ 猶予決定

（1回の申請で最長１年）

返還期間開始 ※３

月賦・半年賦…口座からの振替（自動引落）
一括…送付されてくる納入通知書で納付

返還方法の変更（P.9）
繰上返還する（P.11） 振替口座の変更（P.11）

住所・氏名変更（P.13）

10年以内

返還完了（完了通知送付 P.13）

※１ 猶予申請できる事由によっては、上限の期間が決まっている場合がありますので、ご注意く

ださい（Ｐ．１２）。

※２ 例えば四年制大学在学のため４年間の返還猶予を受けるためには、1年に１回、合計４回の

申請が必要です。猶予申請がない場合は、返還期間が開始されます。

※３ 返還開始後も返還猶予の要件に当てはまるときは、申請により猶予できます。
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第１部 返還のための手続きについて
（１）貸与が終わるときに提出する書類
次の①～③（卒業以外の理由で貸与を終える場合は①～④）を提出してください。

提出書類 提出する人 内容 提出先

①返還誓約書 全員 返還方法（回数、金額等）について確認 学校

（P.５） し、今後その通りに返還することを約束し

ていただく書類です。

②返還金口座振替依頼書 月賦・ 銀行等の口座から自動引き落としで返還 銀行

または 半年賦で をしていただくための書類です。

③自動払込利用申込書 返還する人 ご利用いただく銀行によって提出する書類

（P.６・７） が異なりますのでご注意ください。

④アンケート 全員 返還の説明等に関するアンケートです。 学校

⑤異動届 卒業以外の 卒業以外の理由で貸与を終えるための書 学校

辞退者 類です。

（２）書き方の注意

①返還誓約書を書くとき
・黒のボールペンでお書きください。「消せるボールペン」はご利用いただけません。

・書き間違えた場合は黒二重線で間違えた部分を消し、借受人印、または連帯借受人印をその

上から押して、近くに正しく書き直してください。ただし、貸与総額（返還総額）の欄は訂正
不可です。書き間違えた場合は新しく作り直してください。

・貸与生の氏名は、貸与生自身（生徒自身）がお書きください。

・連帯借受人の氏名は、連帯借受人自身がお書きください。例えば連帯借受人が父親なら父

親自身に、母親なら母親自身に書いていただく必要があります。

・借受人印、連帯借受人印（実印）は貸与を申請したときと同じものをお使いください。変更す

る場合は、改印届を合わせてご提出ください。

②返還金口座振替依頼書・自動払込利用申込書を書くとき
・三枚複写の用紙ですので、黒ボールペンで濃くお書きください。
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（３）書く内容を確認しよう

分割で返還しますか？ 一括で返還しますか？（P.９）

分割 一括

返還誓約書の「一括」に○をつけてください（P.５）

一括返還は納入通知書を用いての銀行窓口での振込

になります。来年10月に納入通知書が届きます。

※口座引き落としの手続きは不要です

次のＡまたはＢから、分割回数を選んでください（P.9）

Ａ 20回払い（半年に１回×10年） Ｂ 120回払い（毎月１回×10年）

Ａ Ｂ

返還誓約書（P.５） 返還誓約書（P.５）
返還方法…「半年賦」に○をつけてください 返還方法…「月賦」に○をつけてください

割 賦 金…「半年賦」の欄に 割 賦 金…「月賦」の欄に

［貸与金額÷２０］の額を記入 ［貸与金額÷1２０］の額を記入

返還は銀行口座からの自動引き落としで行っていただきます

以下のＡまたはＢからお使いいただく銀行を選んでください（P.10）

Ａ 南都・京都・紀陽・中京・近畿ろうきん Ｂ ゆうちょ銀行

三菱ＵＦＪ・三井住友のいずれか

Ａ Ｂ

返還金口座振替依頼書(P.6)を口座のある 自動払込利用申込書(P.7)をゆうちょ銀行に
銀行に提出してください 提出してください
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（４）各提出書類の記入例
①返還誓約書 記入例
貸与終了時（卒業、辞退）に貸与状況明細通知書をお渡ししますので、それを見ながら記入して

ください。

それぞれ、必ず本人が、自
署してください

父親の名前を母親が代わ
りに書く、なども不可です

この欄の訂正は認められ
ません。書き間違えた場合
は、新しい用紙で書き直し
てください。

申
請
書
の
印
鑑
を
鮮
明
に
押
印
願
い
ま
す

実
印
を
鮮
明
に
押
印
願
い
ま
す

返還方法を指定してください。

返還時期
・半年賦…毎年８月頃と１２月頃（年２回）
・月賦…次の１０月から返還開始（年１２回）
・一括…次の１０月に納入通知書で納付

左で選択した
返還方法の欄
のみ記入して
ください。
＜1回あたり
の返還額を記
入＞

【卒業後の連絡先】
・記入日時点で決まっている場合

…その住所・電話番号
・記入日時点ではっきり決まっていない場合

…実家の住所・電話番号
・現住所と変わらない場合は「同上」も可

※実際に転居（実家に戻る場合も含む）を
されたら、改めて「住所・氏名変更届（P.
２０）」を提出してください。

【進学、就職（予定）先
及び所在地】

記入日時点で未定の場合は
空欄で構いません。
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②返還金口座振替依頼書 南都・京都・紀陽・中京・近畿ろうきん・三菱ＵＦＪ・三井住友
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③自動払込利用申込書 ゆうちょ銀行
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④アンケート 学校から受け取って回答してください。

⑤異動届（卒業以外の理由で貸与を終える方のみ）

↓この日付は記入日

辞退日

（退学の場合はその日付）

例：3月末で辞退の場合

…「３月31日」

当てはまるものにチェック

その他の場合は（ ）内に理由を

具体的に書いてください
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第２部 奨学金の返還について
（１）返還方法

奨学金の貸与を受けた者が、卒業や辞退などで貸与期間が終了したときは、その

月の翌月から６か月を経過した後、１０年間の均等払いで返還することになります。

①返還方法の選択
返還は「返還誓約書」で誓約した方法で行います。一括返還も可能です。

・半年賦（口座振替）…１年分を２回（８月と１２月）に分けて返還

・月 賦（口座振替）…１年分を12ヶ月に分けて返還

・一 括（納入通知書）…貸与総額を一括で返還

各返還方法の返還開始時期

半年賦 … 貸与終了の翌年度の１２月から返還開始。

月 賦 … 貸与終了の翌年度の１０月から返還開始。

一 括 … 貸与終了の翌年度の１０月に納入通知書発送。

②返還方法を変更したい時は
当初誓約した返還方法を変更したい場合は、「返還誓約書（返還方法の変更）

（別紙様式１１－２）」（P.１６）を奈良県教育委員会事務局 学校支援課授業料奨学

金係へご送付ください。＜変更は次年度からになります＞

＜返還方法の事例＞

一括・月賦を 半年賦を選択 半年賦を選択 半年賦を選択
選択した場合 した場合 した場合 した場合
初回返還 初回返還 ２回目返還 ３回目返還
以後毎月返還

卒業
３月 １０月 １２月 ８月 １２月

据置期間 返還期間 返還期間
（６か月） （１年目） （２年目）

＜返還額の例（３年間貸与をうけた場合）＞

貸 与 区 分 貸 与 総 額 半年あたり返還額 毎月あたり返還額
（半年賦の返還） （月賦の返還）

国 自宅通学者 ６４８，０００円 ３２，４００円 ５，４００円

公 へき地加算者 １，０８０，０００円 ５４，０００円 ９，０００円

立 自宅外通学者 ８２８，０００円 ４１，４００円 ６，９００円

自宅通学者 １，０８０，０００円 ５４，０００円 ９，０００円
私

へき地加算者 １，５１２，０００円 ７５，６００円 １２，６００円
立

自宅外通学者 １，２６０，０００円 ６３，０００円 １０，５００円
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（２）返還金のお支払方法
お支払いは原則として「口座からの振替（自動引落）」です。ただし一括返還の場

合は、県から送付する「納入通知書」でお支払いいただきます。

①「口座振替」 （月賦・半年賦の場合）

対応金融機関 南都銀行・京都銀行・紀陽銀行・中京銀行・近畿労働金庫
三菱ＵＦＪ銀行・三井住友銀行・ゆうちょ銀行

利用可能口座 本人（借受人）または連帯借受人名義の口座
奨学金受取時と同じ口座の場合も、返還用口座指定の手続きが必要です

振替日 毎月27日（半年賦の場合は8月・12月の27日）
振替日が金融機関の休業日にあたる場合、その翌営業日に振替えます

例：２７日（土）の場合 → ２９日（月）が振替日

注意 振替日前日までに、振替額を振替口座に入金していただくようお願いし

ます。万一残高不足等で振替ができなかった場合の再振替はありませ

んので、翌月中旬ごろお送りする納入通知書にて、納入通知書の裏面記

載の金融機関窓口から払い込んでください。（口座振替不能が長期間

続いた場合、返還方法を変更することがあります。）

手続きの流れ

口座振替を利用する金融機関が

南都・京都・紀陽・中京・近畿労働金庫 ゆうちょ銀行の方

三菱ＵＦＪ・三井住友の方

↓ ↓

「口座振替依頼書（3枚綴）」 「自動払込利用申込書（3枚綴）」

を使用して申請 を使用し申請

記入例P.6に従って記入・押印する 記入例P.7に従って記入・押印する（3

（3枚とも押印。借受人印は申請時の 枚とも押印。借受人印は申請時のもの

ものをお使いください） をお使いください）

↓ ↓

口座のある金融機関に提出し、本人控を受け取る（大切に保管してください）

↓

高等学校等在学中の方は、在籍している学校に手続きが完了したことを連絡する

（書類は銀行から学校支援課に送付されます）

↓

口座振替での返還開始前に、口座振替（自動払込）納入通知書が届く

（翌年以降も確認のため、１年に一度お送りしています。）
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②「納入通知書」（一括返還の場合）
返還時期になりましたら、授業料奨学金係より納入通知書を送付しますので、納

入通知書裏面に記載の金融機関窓口から払い込んでください。

③振替口座の変更
振替口座の変更が必要な場合等は、奈良県教育委員会事務局 学校支援課授

業料奨学金係にご連絡ください。手続に必要な書類をお送りします。

＜変更時期＞ 書類提出 ４月～９月 → 変更 １０月

〃 １０月～３月 → 〃 ４月

（３）残金全額一括返還 または 繰上返還をするときは
返還途中での残金全額一括返還、または繰上返還は随時受け付けます。返還を希

望する月の前月までに奈良県教育委員会事務局 学校支援課 授業料奨学金係へご

連絡ください。納入通知書を送付します。

（４）返還金の督促および延滞利息
返還は、あなたが責任をもって行わなければなりません。各返還期日内に返還され

ない場合は、督促状等により督促します。それ以降も返還がない場合は、連帯借受人

に対しても請求します。未納金が発生した後の対応は、以下のとおりです。

★期日までにお支払いいただけなかった場合、返還期日に関わらず既に貸与を受け

た奨学金に対して一括返還の請求をする場合があります。

★滞納者には、係員が自宅や勤務先を訪問し、今後の返還方法について相談をする

ことがあります。
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★滞納金には年１０．９５％の延滞利息が加算されることになっています。必ず、返還期

日までに返還してください。

（５）返還猶予制度の利用
貸与を受けた者が次の場合には、申請により返還猶予を受けられます。１回の申請

につき最長１年間、返還が先送りされます。

返還期日の前月中（事由(1)在学中等による申請については５月末まで）に『証明

書類』と『奨学金返還猶予（免除）申請書』（P.1８）を奈良県教育委員会事務局 学

校支援課 授業料奨学金係に提出してください。

なお、２年以上継続して猶予を希望する場合は、毎年申請をしてください。

事 由 証 明 書 類 証明書類 猶予期間 申請
発行者 期間

(1) 大学、短期大学、大 在学証明書 在学学校長
学院、専修学校、各種 ※４月（新年度）
学校へ進学した場合 以降発行のもの
あるいは、高校在学 ＜猶予申請年度のもの＞

中の場合 在学中 毎年
４～５月

入学（受験）準備中 在学証明書 在学学校長
で予備校等に在学し または出身学校の 出身学校長等
ている場合 学校長の証明書等

(2) 留学した場合 在学証明書 在学学校長
（日本語訳を添付）

(3) 疾病・負傷した場合 診断書 医師
(2)～(5)

(4) 災害にあった場合 り災証明書等 官公署長 の期間を
合わせて

(5) 求職活動中にもか 雇用保険受給資格者 職業安定所長 通算３年
かわらず就労できない 証の写し が限度
場合 ハローワークカードの 返還期日

写し の前月
離職証明

のいずれか

(6) 生活保護を受けて 生活保護受給証明書 福祉事務所長 該当する
いる場合又は生活保 又は課税証明書等の 又は市町村長 期間
護基準相当額以下の 所得を証明する書類 等
世帯収入の場合 及び世帯全員の住民

票謄本

※ 返還猶予が認められた場合は、決定通知書を送付します。

※ 証明書類については、提出日の３ヶ月以内に取得したものを添付してください。

（例） 四年制大学に在学中の場合…申請は毎年必要です
高３ 大学１年 大学２年 大学３年

卒業 ▼猶予申請(１回目) ▼猶予申請（２回目） ※以降も

３月 ４月 ５月 …… ３月 ４月 ５月 …… ３月 同様に

←猶予申請期間→ 猶予終了 ←猶予申請期間→ 猶予終了 申請が必要
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（６）返還免除制度の利用
貸与を受けた者が次の（１）または（２）の場合には、申請により残額の全部または

一部の返還免除を受けることができます。

返還免除を申請される場合は、奈良県教育委員会事務局 学校支援課 授業料奨

学金係までお問い合わせください。

事 由 証 明 書 類 証明書類発行者

(1) 貸与を受けた者が死亡 死亡診断書又は住民票等（死亡の 医師、市町村長

した場合 事実を確認できる公的書類）

(2) 貸与を受けた者が心身 身体障害者手帳（1～4級）の写し 知事

の著しい障害により返還 精神障害者保健福祉手帳（1～2

が困難になった場合 級）の写し

※ 返還免除が認められた場合は、決定通知書をお送りします。

（７）住所・氏名 変更届 ＜住所や氏名を変更したとき＞

次の①～④の場合は、「住所・氏名変更届（P.20)」を奈良県教育委員会事務局
学校支援課授業料奨学金係に提出してください。

① 貸与を受けた者の住所または氏名に変更があったとき

② 連帯借受人の住所に変更があったとき

③ 連帯借受人の氏名に変更があったとき

④ 連帯借受人を変更するとき

※③、④の場合は変更後の連帯借受人の印鑑登録証明を添付してください

※上記に該当する事由が生じたにもかかわらず書類が未提出の場合、奈良県からの

通知や納入通知書が届かず延滞利息が課される原因になる等、あなたにとって、た

いへんな不利益となることが生じます。必ず届け出をしてください。

（８）領収書の保管
領収書は、大切に保管してください。（口座振替による支払の場合は、通帳に記載

される印字により領収書に代えます。）

（９）返還完了
返還が完了したときは、完了通知書を発行します。大切に保管してください。
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（１０）明細書記載事項について

※ 今後、学校支援課から文書で連絡が届く

際には、この明細書が添付されます。そ

れまでの返還済み額・今後の返還予定、

未納額等現在の状況を詳しく記したもの

ですから、大切に残しておきましょう。

奨学金のことで問い合わせをする際には、

この明細書を見ながらだと話がスムーズ

に進みます。
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各種様式・記入例

（各種様式は切り取らず、コピーをしてお使いください）

また、http://www.pref.nara.jp/13014.htmにも掲載しています。

＜奈良県庁ホームページ → 教育委員会 → 学校支援課

高等学校等奨学金のページ内＞

・奈良県高等学校等奨学金返還誓約書（別紙様式１１－２）

（返還方法の変更）

・奈良県高等学校等奨学金（修学支援奨学金・育成奨学金）

返還猶予（免除）申請書（第７号様式 第１４条関係）

・住所・氏名変更届（別紙様式６）

～共通注意事項～

・記入誤り等、訂正の必要が生じた箇所には、二重線で訂正のうえ、訂正印
を押印し、記入してください。（下の例を参考にしてください）
・修正液、修正テープでの訂正はできません。

①親権者（未成年後見人）署名を訂正するとき…親権者（未成年後見人）署名印で訂正

②貸与申請者署名を訂正するとき…貸与申請者印で訂正

③その他の部分の訂正…貸与申請者印または親権者（未成年後見人）印で訂正

・訂正印での訂正も認められない部分がありますので、ご注意ください。
・印鑑の押印が必要な部分については、鮮明に押印してください。
（借受人：申請時の印鑑、連帯借受人：実印）
・消せるボールペンは使えません。
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このページは切り取らずにコピーしてお使いください。
別紙様式１１－2

奈 良 県 高 等 学 校 等 奨 学 金 返 還 誓 約 書
（ 返 還 方 法 の 変 更 ）

百 十 万 千 百 十 円

金 額
(返還残額)

私が奈良県より貸与を受けた奨学金の返還残額は上記のとおりです。
返還方法について下記のとおり変更したいので届けます。
条例及び規則等に従い、滞りなく返還いたします。
期日までに返還できない場合は、請求された延滞金を支払うことに同意します。
各返還期日までに返還しなかった場合は、返還期日に関わらず既に貸与を受けた奨学金に

対する一括返還の請求を受けても異議ありません。また、借受人に対する請求は連帯借受人に
対しても効力を生じ、連帯借受人に対する請求は借受人に対しても効力を生じることを奈良県教
育委員会教育長と合意します。

年 月 日
奈良県教育委員会教育長 殿

〒 - ☎（固定） （携帯） 印

借 受 人 氏 貸与
名 番号

就 職 先 名

及び所在地 〒 - 5

〒 - ☎（固定） （携帯） 印
連 帯
借 受 人
保 証 人 氏

名

貸与期間 年 月 から 年 月 まで

貸与総合計 円 学校名

返還方法 □ 半年賦から月賦に変更
変更内容 □ １回あたりの返還額の変更※（現在 円→変更後 円）

□ 口座振替から納入通知書による銀行窓口での納付に変更
□に✓をつけ □ その他（ ）
てください

変更理由 □ １回の返還額が多額で返還困難なため※

□ 早く返還を終了するため
□に✓をつけ □ 口座振替に利用できる金融機関が住所地の近くにないため
てください □ その他（ ）

※返還開始からの期間（猶予期間除く）が通算１０年を超える変更は、受け付けられません。

現
住
所

現
住
所
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＜返還誓約書（返還方法の変更）＞記入例

当初誓約した返還方法を変更したい場合、提出が必要です。

ただし、残額一括や繰上返還で、半年賦額、月賦額に変更のない場合は提出する必要はありません。

この届を提出
する時点での
返還残額を記
入してください。
わからない場合
は奨学金係ま
でお問い合わ
せください。

金額、返還方法等、
具体的に記入してく
ださい。

それぞれ、
必ず本人
が、自署
してくださ
い

申
請
書
の
印
鑑
を
鮮
明
に
押
印
願
い
ま
す

実
印
を
鮮
明
に
押
印
願
い
ま
す
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このページは切り取らずにコピーしてお使いください。

第７号様式（第１４条関係）

奈良県高等学校等奨学金（修学支援奨学金・育成奨学金）返還猶予（免 除）申請書

〒 － 電話 （ ） －

貸与を受 住所

けた者
氏名 貸与決定番号

貸与を受けた
年 月から 年 月まで 円

金額及び期間

既に返還した 円 今後返還す 円

金 額 （ ／ 回） べき額 （ ／ 回）

（猶予の場合）

猶予を希望する
年 月 から 年 月 まで

期 間

申 請 理 由

（免除の場合）

免除を受けよう 年 月 から 免除を希望 円

とする期間 年 月 まで する金額

申 請 理 由

上記のとおり、奈良県高等学校等奨学金（修学支援奨学金・育成奨学金）の返還の猶予
（免除）を申請します。

年 月 日

奈良県教育委員会教育長 殿

申 請 者 住 所

（借受人）

氏 名 ,

連帯借受人 住 所

氏 名 ,
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＜奈良県高等学校等奨学金返還猶予（免除）申請書＞記入例

開

（残り返還回数／総返還回数）
分からない場合は空欄でも構いません。

【例】
まだ返還していない半年賦の方

…２０／２０回
これまでに１２回返還した月賦の方

…１０８／１２０回

期間は１年間ですので、2年以上の
猶予には毎年申請が必要です 。

【猶予を希望する期間】
＜在学中・入学準備中の人＞
４月から翌年３月まで

＜在学中以外の人＞
１０月から翌年９月までの間で希望
する期間

【年号】和暦・西暦どちらも可

申請受付期間
【在学中・入学準備中の人】
毎年４～５月末まで

【在学中以外の人】
返還開始期日の前月1ヶ月間

受付期間を過ぎて申請されると猶
予手続きが間に合わず、口座引落
しが起こる場合があります。一度
引落した返還金は、理由の如何を
問わずお返しできません。
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別紙様式６

住所・氏名 変更届

貸与決定番号（ － ）

新住所 〒

借

電話番号 自宅 携帯電話

ふりがな
受

新氏名

人 旧住所

旧氏名

連 新住所 〒

帯 電話番号 自宅 携帯電話

借 ふりがな

受 新氏名

人 旧住所

旧氏名

上記のとおり、住所・氏名を変更したので届けます。

年 月 日

奈良県教育委員会教育長 殿

借 受 人 住 所

借 受 人 氏 名 ,

連帯借受人住所

連帯借受人氏名 ,

※連帯借受人の変更は印鑑登録証明書を添付してください。

このページは切り取らずにコピーしてお使いください。
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＜住所・氏名変更届＞記入例
あ

印鑑登録証明書が必要になるケースの例

（１）連帯借受人の変更（例：父→母）
（２）連帯借受人の氏名の変更や印の変更に
より、印鑑登録の内容に変更がある場合

※連帯借受人の転居の場合、印鑑登録証
明書は不要です。
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返還計画カレンダー
☞ 記入例のページを参考にして、今後のライフステージを考えながら返還計画を作ってみましょ

う。記入例は卒業後、２０20年１０月から返還が始まるスケジュールを一例として載せています。

※ ２７日が金融機関の休業日にあたるときは翌営業日が振替日になります。

年月 一括返還 半年賦 月賦 自分のライフステージ 奨学金

　　　　年５月中
進学等の場合

猶予申請する・しない

　　　　年１０月

　　〃　　１２月

納付書受取

返還完了 12/27口座振替※ 

10/27～以降

毎月27日口座振替※

　　　　年　８月

　　〃　　１２月

 8/27口座振替

12/27　 〃
毎月27日口座振替

　　　　年　８月

　　〃　　１２月

 8/29口座振替

12/27　 〃
毎月27日口座振替

　　　　年　８月

　　〃　　１２月

 8/28口座振替

12/27　 〃
毎月27日口座振替

　　　　年　８月

　　〃　　１２月

 8/27口座振替

12/27　 〃
毎月27日口座振替

　　　　年　８月

　　〃　　１２月

 8/27口座振替

12/29　 〃
毎月27日口座振替

　　　　年　８月

　　〃　　１２月

 8/27口座振替

12/28　 〃
毎月27日口座振替

　　　　年　８月

　　〃　　１２月

 8/27口座振替

12/27　 〃
毎月27日口座振替

　　　　年　８月

　　〃　　１２月

 8/28口座振替

12/27　 〃
毎月27日口座振替

　　　　年　８月

　　〃　　１２月

 8/27口座振替

12/27　 〃
毎月27日口座振替

　　　　年　８月

　　〃　　１２月

 8/27口座振替

12/27　 〃
毎月27日口座振替

　　　　年　８月

　　〃　　１２月

 8/27口座振替

12/27　 〃
毎月27日口座振替

　　　　年　８月

　　〃　　１２月

 8/27口座振替

12/27　 〃
毎月27日口座振替

　　　　年　８月

　　〃　　１２月

 8/27口座振替

12/27　 〃
毎月27日口座振替

　　　　年　８月

　　〃　　１２月

 8/27口座振替

12/27　 〃
毎月27日口座振替

　　　　年　８月

　　〃　　１２月

 8/27口座振替

12/27　 〃
毎月27日口座振替
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返還計画カレンダー（記入例）
下の記入例は、四年制大学に進学、大学卒業後すぐに就職し、卒業年の１０月から月賦で返還

が始まる場合を示しています。この場合ポイントとなるのは、猶予申請を毎年するということです。左

側に示した、高校卒業後すぐに返還が始まる場合と比べて、返還完了が４年先延ばしになっている

ことがわかります。

※ ２７日が金融機関の休業日にあたるときは翌営業日が振替日になります。

年月 一括返還 半年賦 月賦 自分のライフステージ 奨学金

２０２１年　４月 大学進学
進学等の場合

猶予申請する・しない

２０２１年１０月

　　〃　　１２月
納付書受取

返還完了 12/27口座振替※ 

10/27～以降

毎月27日口座振替※
大学１年生（１９歳） 猶予申請

２０２２年　８月

　　〃　　１２月
 8/27口座振替

12/27　 〃 毎月27日口座振替
大学２年生（２０歳） 猶予申請

２０２３年　８月

　　〃　　１２月
 8/29口座振替

12/27　 〃 毎月27日口座振替
大学３年生（２１歳） 猶予申請

２０２４年　８月

　　〃　　１２月
 8/28口座振替

12/27　 〃 毎月27日口座振替
大学４年生（２２歳） 猶予申請

２０２５年　８月

　　〃　　１２月
 8/27口座振替

12/27　 〃 毎月27日口座振替

３月卒業　就職

１０月返還開始
月額5400円

２０２６年　８月

　　〃　　１２月
 8/27口座振替

12/29　 〃 毎月27日口座振替

２０２７年　８月

　　〃　　１２月
 8/27口座振替

12/28　 〃 毎月27日口座振替
２５歳

２０２８年　８月

　　〃　　１２月
 8/27口座振替

12/27　 〃 毎月27日口座振替

２０２９年　８月

　　〃　　１２月
 8/28口座振替

12/27　 〃 毎月27日口座振替

２０３０年　８月

　　〃　　１２月
 8/27口座振替

12/27　 〃 毎月27日口座振替
50%返還完了

２０３１年　８月

　　〃　　１２月
 8/27口座振替

12/27　 〃 毎月27日口座振替

２０３２年　８月

　　〃　　１２月
 8/27口座振替

12/29　 〃 毎月27日口座振替
３０歳

２０３３年　８月

　　〃　　１２月
 8/27口座振替

12/27　 〃 毎月27日口座振替

２０３４年　８月

　　〃　　１２月
 8/29口座振替

12/27　 〃 毎月27日口座振替

２０３５年　８月

　　〃　　１２月
 8/28口座振替

12/27　 〃 毎月27日口座振替

返還終了（３３歳）

９月最終返還

２０３６年　８月

　　〃　　１２月
 8/27口座振替

12/27　 〃 毎月27日口座振替
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別紙様式１１－1

奈 良 県 高 等 学 校 等 奨 学 金 返 還 誓 約 書

百 十 万 千 百 十 円

貸与金額
（返還総額）

奈良県高等学校等奨学金を上記のとおり借用しました。
奈良県高等学校等奨学金貸与条例、奈良県高等学校等奨学金貸与条例施行規則等に従い、

滞りなく返還します。
期日までに返還できない場合は、請求された延滞金を支払うことに同意します。
各返還期日までに返還しなかった場合は、返還期日に関わらず既に貸与を受けた奨学金に

対する一括返還の請求を受けても異議ありません。

年 月 日
奈良県教育委員会教育長 殿

〒 5 印

借 受 人
氏 貸与

名 番号

〒 5 印
連 帯
借 受 人
保 証 人 氏

名

貸与期間 年 月 から 年 月 まで

割 半
学 校 名 年 円

賦
賦

月
返還方法 半年賦 月 賦 一 括 円

金 賦

（注）「一括」とは、上記貸与金額を１回で全額返還することです。

〒 5
卒業後の連絡先

借 受 人
進学,就職（予定）

先 及 び 所 在 地

（注）「猶予申請書」は、４月以降に進学先の学校の「在学証明書」を添付して
送付してください。猶予申請は、毎年必要です。

現
住
所

現
住
所

［本人控のページ］ 提出書類と同じ内容を記録しておきましょう
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奨学金チェックシート
☞ 年に一度、このページの①～③をチェックし、手続きを忘れていないか確認しましょう。

① 猶予申請をする必要はありますか？
［理由は？］このてびきの P.12 参照（毎年申請が必要です）
【猶予申請の記録】

記入例）R03/4～R04/3 ○△□大学在学中

② 1年以内に転居していませんか？
【住所変更の記録】転居したら、郵便局と学校支援課に必ず届け出を！

記入例）R0３/4～ 東京都○○区△△△１－２－３

③ 順調に返還できていますか？
【返還の記録】 口座振替による返還の人は、通帳への記帳とともに管理しよう！

納入通知書による返還の人は、領収証と合わせて管理しよう

返還済の月に印をつけたり色を塗るなど、返還状況の確認に自由に利用してください。

年 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

年～ 年 10%返還完了

年～ 年 20%返還完了

年～ 年 30%返還完了

年～ 年 40%返還完了

年～ 年 50%返還完了

年～ 年 60%返還完了

年～ 年 70%返還完了

年～ 年 80%返還完了

年～ 年 90%返還完了

年～ 年 返還完了

年～ 年

年～ 年

年～ 年

年～ 年
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※住所や氏名に変更があった場合には、必ず変更届を提出してください
（記入例を参考に記入してください）

貸与番号

令和２年１１月印刷 名前

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。


